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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成28年9月1日(2016.9.1)

【公表番号】特表2015-530231(P2015-530231A)
【公表日】平成27年10月15日(2015.10.15)
【年通号数】公開・登録公報2015-064
【出願番号】特願2015-523641(P2015-523641)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｄ  53/047    (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/28     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/18     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/34     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  13/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ  16/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｄ   53/047    　　　　
   Ｂ０１Ｊ   20/28     　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ   20/18     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｊ   20/34     　　　Ｅ
   Ｃ０１Ｂ   13/02     　　　Ａ
   Ａ６１Ｍ   16/10     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月13日(2016.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧力スイング吸着システムのための酸素分離装置であって、
　酸素含有ガスのフローを前記酸素分離装置へガイドするための、一次側におけるガス入
口と、前記酸素分離装置から酸素富化ガスのフローをガイドするための、二次側における
ガス出口と、
　酸素を除く前記酸素含有ガスの少なくとも一成分を収着することによって酸素含有ガス
から酸素を分離することができる酸素分離収着剤を有する酸素分離膜と、
　前記酸素分離膜を支持するための支持構造であって、前記酸素分離膜に固定される複数
の支持バーを有する、支持構造と
を有する、酸素分離装置。
【請求項２】
　前記酸素分離収着剤がゼオライト材料を有する、請求項１に記載の酸素分離装置。
【請求項３】
　前記支持バーがシリコン、ガラス、セラミック、ガラスセラミック、金属、若しくは前
述の材料の一つ以上の一つ以上の組み合わせを有する、請求項１に記載の酸素分離装置。
【請求項４】
　層が前記支持バーの少なくとも一端に設けられ、前記層が二酸化シリコン、窒化シリコ
ン、前述の材料の組み合わせ、若しくはスピンオンガラス層を有する、請求項１に記載の
酸素分離装置。
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【請求項５】
　前記支持バーが多孔質材料を有する、請求項１に記載の酸素分離装置。
【請求項６】
　複数の酸素分離膜が設けられ、一つの酸素分離膜がさらなる酸素分離膜の下流に位置す
る、請求項１に記載の酸素分離装置。
【請求項７】
　前記支持バーが≧５０μｍの長さを持つ、請求項１に記載の酸素分離装置。
【請求項８】
　前記酸素分離膜が≧１μｍ乃至≦５００μｍの厚さを持つ、請求項１に記載の酸素分離
装置。
【請求項９】
　前記酸素分離膜がゼオライト結晶、若しくはゼオライト粒子、若しくはゼオライトビー
ズを有する、請求項１に記載の酸素分離装置。
【請求項１０】
　前記酸素分離膜が前記支持構造と一緒に筐体内に取り付けられる、請求項１に記載の酸
素分離装置。
【請求項１１】
　酸素分離器であって、
　請求項１に記載の少なくとも一つの酸素分離装置と、
　前記酸素分離装置の前記一次側と前記二次側の間に圧力差を生じるための圧力調節装置
と
を有する、酸素分離器。
【請求項１２】
　少なくとも二つの酸素分離装置が設けられ、少なくとも二つの酸素分離装置が並列に配
列される、請求項１１に記載の酸素分離器。
【請求項１３】
　請求項１に記載の圧力スイング吸着システムのための酸素分離装置を生成する方法であ
って、
　基板を設けるステップと、
　前記基板上に酸素分離膜を設けるステップと、
　前記基板から複数の基板バーを形成することによって前記基板を処理するステップと
を有し、
　前記酸素分離膜が、酸素とは異なる酸素含有ガスの少なくとも１つの成分を吸着するこ
とによって、前記酸素含有ガスから酸素を分離可能な酸素分離吸着剤を有する、方法。
【請求項１４】
　酸化シリコン及び窒化シリコン若しくは前述の材料の組み合わせを有する層、又はスピ
ンオンガラス層が前記基板の少なくとも一部に適用される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記基板がマイクロマシニング若しくはサンドブラスティングによって処理される、請
求項１３に記載の方法。
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